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　――　昨年，今年と大きな水害が続いています。河川氾濫に

どのように対応していくのか，お聞きしたいと思います。

昨年の水害をうけて，『河川』2019年 3月号に「激甚化

する災害外力と脆弱化する社会に対応できる治水政策」を

書かれています。気候変動への考慮が必要であり，過去実

績にもとづく考え方から将来予測にもとづく考え方に，さ

らにそれに上積みする考え方に変えることを提案されてい

ます。

小池　先週（10月 21日の週）発表した「気候変動を
踏まえた治水計画のあり方」（気候変動を踏まえた治水
計画に係る技術検討会，2019年 10月）があります。
この検討は，2018年 4月から行ってきました。
昨年（2018年）の 6月には方針をまとめて，8月 1
日に記者発表する予定でした。ところが 7月に
西日本水害が起こり，これも踏まえてもう一度考
え直すことにしまして，約 1年延ばして，今年
の 7月 31日に提言案がまとまりました。
今までは，観測データをもとに計画を立ててい
ましたが，科学技術が進み，将来の気候変動予測
をようやく計画に使える段階にきたと感じられる
ようになり，技術的に検討することにしたわけで
す。
複数の省庁が協力して気候変動の予測モデルの
研究に取り組んでいます。進歩した一つに，いろ
いろな条件を変えた予測結果を集めたアンサンブ
ル予測があります。また河川の場合には，雨が降
る場所や雨の降る強さが鍵になってきます。河川
に用いるには，空間分解能の高いモデルでダウン
スケールする必要があります。さらにその結果出

力される膨大なデータを処理できるシステムも必
要です。これらが河川計画にも使えるようになっ
てきたということで，議論が進み，7月 31日に
報告をまとめることができました。
　――　昨年の災害の前からこの方向性は検討されていて，災

害を受けて見直されたという経過だったと。

小池　私は，社会資本整備審議会河川分科会の河
川分科会長を務めています。拝命したのが 2015
年の 2月です。その前の 2014年に広島土砂災害
が起こり，77人の方が亡くなられました。実は
私は高校時代に，被災した場所の対岸に住んでい
ました。私の父が土地を見つけて，広島にずっと
住む予定にしていたのです。父が亡くなり広島は
引き払っていたのですが，そういう縁もあって，
広島土砂災害は私にとって大きな衝撃でした。同
時に，この土砂災害を契機として，堤防を強く高
くしたり，ダムを作ったりして，施設によって守
ることに加えて，施設能力を超える災害に対して
も「命を守る」ことを目標とする施策を進める方
向に，国全体が舵を切ったのです。
土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害

防止対策の推進に関する法律）は広島土砂災害から 3カ
月後の 14年 11月に改正されました。そのとき
に土砂災害警戒区域の指定を早めないといけない
ということが，法改正に含められました。本年
10月の豪雨で，千葉県での指定が遅れているこ
とが大きな問題になっていますが，指定を加速し
ないといけないとしたのが，広島の土砂災害だっ
たのです。
水防法の改正は 2015年 5月で，施行が 7月で
した。これまでは，年超過確率が 100分の 1か
ら 200分の 1の災害に対応する施設整備が行わ
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れてきましたが，それに加えて，もっと極端な豪
雨から「命を守る」ための施策が必要とされ，
「想定しうる最大規模の豪雨（想定最大外力）」による
浸水想定区域を定めることとしました。そこで 2
月に（分科会長に）就任してから 7月までの短い間に，
「想定最大外力」の算出方法を検討させていただ
きました。そのときはまだ，気候変動のアンサン
ブル予報やダウンスケーリングの結果を国の施策
として使うには時期尚早との判断でした。
雨の降り方は，時間・空間によって特徴づけら
れます。河川の施設計画は，対象河川流域に降っ
た雨の観測値だけで立てているのですが，「想定
最大外力」については全国を 15の気候区に分け
て，各気候区での過去に降った雨の空間の広がり
と時間の集中度を統計的に調べて，算出する方法
を提案しました。そのようにして「想定最大外
力」をだしたところ，従来の対象河川流域の統計
では年超過確率が 1000分の 1を超えるところも
でてきました。そういう想定が命を守る行動をと
るために必要だと提案させていただいたのです。
これが改正水防法施行の 2015年 7月のことでし
た。
ところが，その 9月には鬼怒川が破堤し，翌
年は北海道・岩手に水害がありました。台風が 3
つも北海道に上陸するとか，岩手に直接台風が入
ってくるとか，これまでにまったくないようなこ
とが起こりました。
そこで「水防災意識社会の再構築」という施策
を答申し，要配慮者利用施設での避難計画立案の
義務化，氾濫被害を軽減するための協議会の設置
や，都道府県などからの要請にもとづいて国が災
害復旧工事を行う権限代行制度などを盛り込みま
した。それを受けて水防法等が再度，改正されま
した。前回の改正から 2年です。その施行が 6
月 19日だったのですが，その直後に，九州北部
豪雨災害が起こりました。
後追いばかりではなく先手を打ちたいと，

2018年 4月の検討会（気候変動を踏まえた治水計画に係
る技術検討会）で，施設計画を含めて，気候変化の外
力が使えるような形にしようと提案させていただ

きました。科学技術もこの 2, 3年で大変な勢い
で進みましたので，使える目処が立っておりまし
た。それで検討を始めたという経緯です。
『河川』3月号の記事を書いている時には，だ
いたい目処が見えていました。今年はもう災害が
起こらないようにと祈っていましたが佐賀や宮崎
などで豪雨による被害がでてしまいました。さら
に，なんとか提言案をまとめたと思ったら，台風
19号で大災害が繰り返されてしまいました。思
ってもみないと私たちが言うといけないのですが，
昨年は 48時間から 72時間という 2日から 3日
に及ぶ長雨の記録が，西日本 123地点で塗り替
えられました。今年は東日本の 120地点で 12時
間雨量記録が更新されたのです。
昨年と今年で継続時間とパターンは，台風性と
前線性による違いがあるのですが，記録の更新が
全国に及んで大災害となりました。こんなことが
2年続けて起こるのかと，残念で力不足を痛感し
ます。
検討会の提言をもとに制度設計や具体の施策を
議論するという位置づけで小委員会をつくって検
討を始めることになっています（「気候変動を踏まえた
水災害対策検討小委員会」11月 7日公表。委員長は小池氏）。
今年は災害が起こらずになんとか施策を先行さ
せられたらという思いだったのですが，バックウ
ォーター，土砂洪水氾濫，ダムの問題　――　緊急放
流といわれていますが，異常洪水時防災操作　――　

が起こっています。氾濫決壊が 140カ所。こん
な経験はなかったのです。土砂災害箇所は，昨日
（10月 28日朝）の時点で 667カ所，おそらく 700を
超えるでしょう。昨年の西日本豪雨災害では
2500カ所以上の土砂災害が起こりました。これ
まで東日本には土砂災害が比較的少ないと言われ
てきましたが，例外はなくなってしまいそうです。
　――　ダムの操作の問題，堤防についてお考えをうかがいま

す。異常洪水時防災操作をせざるを得なくなりました。そ

の操作を行うということ自体が従来の想定を超えていると。

小池　109の一級河川では治水計画上の基本の洪
水が基本方針（河川整備基本方針）で決められておりま
して，その河川流域に住んでいる人の数や資産の
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集積度などによって，年超過確率が 100分の 1
から 200分の 1の雨で設定されています。
ダムは水を貯めるものですが，貯める量よりも
多く水が流入すれば，水がダムを乗り越えてしま
います。ダムはコンクリートでできているから丈
夫だと思うかもしれません。コンクリートが土の
上に乗っかっているわけですから，落差があって
大きなエネルギーをもった水が無秩序に落ちると，
ダムの根本を洗掘して，ダム本体が壊れるのです。
そういうことが起こらないように，計画を超え
る流入量があると放流しなければなりません。た
だし，入ってきた水よりも多く流すことは絶対に
ない。満杯になるとわかると，入ってきた水と同
じ量を出すのです。ですから，ダムは何も悪いこ
とをしていない，入ってくるのを出しているから，
ダムがない時と同じなのです，となるわけです。
しかし，ダムの下流にいる人から見ると，それま
で制御されていて，雨が降っても川の水はそれほ
ど増えないわけです。ところが洪水であふれそう
になると，入ってくる量と同じ量を出しますので，
いきなり，（水位が）増えるわけです。もちろん，
事前に緊急放流のアナウンスをだすのですが，そ
ういう緊急事態に慣れている人はほとんどいない
わけで，思ってもみないことになるわけです。下
流の人にとってみれば，まるでダムが洪水を作り
出しているようにみえる，そうとられても仕方が
ないというようには思います。
徐々に放流量を増やしていけばいいではないか，
とよく言われるのですが，一方で，徐々に増やせ
ば増やした分だけ下流の河川が未整備な場合は災
害が起こるわけですので，想定される洪水の規模
と下流の洪水頻度を考慮して操作規則が決められ
ます。
そこで，想定を超える洪水がきたときにどのよ
うに対応するかということが問題となりますが，
豪雨や洪水の予測精度には依然として不確実性が
大きいので，ダム管理者は決められた操作規則に
沿って流す以外にないのです。
予測情報を効果的に使ってダムを効果的に操作
する夢のようなダム操作の開発研究は，もう少し

で手の届くところにきています。私自身はそれを
目指して研究してきましたので，近づいてきたと
感じていますが，社会に実装するとなると，まだ
時間がかかります。そのような現状で，想定を超
えるものがきたときに，人の命を守るということ
は，逃げるということに尽きます。ダムの操作は
人間が行いますので，きちんと情報が伝わり，避
難のトレーニングができていれば，財産は守れな
くとも命を守ることはできます。施設の容量を超
える洪水がきた時には資産までは守れないが，命
さえ守れれば復興できるという考えが必要なので
す。
「逃げなきゃコール」をご存知ですか？ 地方
に老父母が残り，都会に子どもが出てきていて，
実家が大雨になっている時に，都会にいる息子・
娘さんが，避難勧告がでたからすぐに避難所に逃
げて，あるいは氾濫が迫っているようだからすぐ
に 2階に上がってと電話をする，そういう動き
も出てきています。今年の九州の豪雨や台風 19
号のときに，気象台の予報官と地方整備局の河川
担当官が一緒にテレビにでて，危ないということ
を伝えていました。昨年の西日本水害後，このよ
うなソフト対策が答申に盛り込まれました。まだ
完全ではありませんが，徐々に機能してきており，
このような動きを一層強化しなければなりません。
この研究所（水災害・リスクマネジメント国際センター）
で取り組んでいるのは，命を守る行動を体験でき
るヴァーチャルリアリティの研究です。避難勧告
がでても逃げない方がいます。話を聞きますと，
こんなことが起こると思わなかったと言われる。
起こるとどうなるかをヴァーチャルリアリティで
仮想体験していただき，どういう行動をしたら命
が助かるのかを考えていただくという研究もして
います。
　――　大雨が降って，それに加えてダムが異常洪水時防災操

作で放流するとなったときのために，浸水想定図をつくっ

て皆さんに知らせる必要があると『河川』3月号に書かれ

ています。この意味はこれまでにそういうものがなかった

ということですね。

小池　はい。西日本水害の答申を検討したときに，
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ダム直下流の地域にはハザードマップが整備され
ていない場合があることに気づきました。異常洪
水時防災操作時にはダムがなかったときと同じ水
が流れるわけで，それを想定した洪水ハザードマ
ップは作成されておらず，確かに盲点でした。ご
指摘のとおりです。
異常洪水時防災操作を経験したあるダムでお話
をうかがう機会がありました。水防団の方が，あ
るご老人のところに行ったら，「私はもういいか
ら」と言われたと。水防団の方は駐在さんを呼ん
できて，説得して逃げてもらい，ご老人は助かっ
たのです。別のケースでは，年配のご夫妻がいて，
「私たちは大丈夫だ」と言われて，なんとしても
逃げていただけなかった。その結果，命を落とさ
れたのです。
やはり私たちは危険であることをお伝えできて
いなかった。そこはなだらかに傾斜している地形
で，大変な思いをしなくても，少し坂を登れば助
かるのです。そういうことが可能であるというこ
とを事前にお伝えできていないことが大きな問題
でした。異常洪水時防災操作の折には，ダム管理
者から市町村長へのホットラインやマスコミを通
じて情報提供などが行われるわけですが，そのよ
うな情報を，わがこととして受け止めていただく
までには至っていないことを実感し，強い反省の
念を抱きました。
　――　降雨量の予測については，全国 15の区分では今の科

学・技術でかなりできるようになったというお話がありま

した。一方でダムの近傍にどれくらい降って，水がどれく

らい増えていくかについては，まだかなり課題があると。

小池　社会実装するには，まだ時間がかかります。
そういう研究を私はずっとしてきて，いま，どの
レベルまできて，何があと必要かは述べたものが
あります（「インタビュー「ダムの今」小池俊雄さんに聞く～
夢のようなダム操作をずっと研究してきました～」ダム日本

No. 898, 81）。気候の変化に負けないスピード感が
必要だと思います。
科学的には何時何分にどこにどれだけの雨が降
るという予測能力をまだ持ちえていません。不確
実性をどういうふうにダムの操作の中にいれて，

ダムが有する様々な機能を安全に実現するかとい
う研究を私は進めております。
　――　ダムによる浸水想定マップは，今後ぜひとも必要だと

思います。

小池　答申を出しましたので，猛烈な勢いで進ん
でいます。
　――　堤防の強化も書かれています。

小池　究極的には堤防を強化することは非常に重
要です。技術をどう考えるかに帰着するのですが，
安全な堤防をつくるという面と，実現可能な社会
基盤をつくるという，2つの面があります。安全
な堤防としては，アーマー・レビーといった強化
策が技術的に考えられたことはあります。
縦軸をあるべき安全度の軸とし，横軸が実現可
能な軸とすると，日本の経済状態や施工の能力で
いうと，アーマー・レビーはまだ左の上の方にあ
るのです。
今私たちのいるところは，経済的な実現可能性
は高く，安全性では下の位置にいる。これが現状
です。これをどうもっていくか（図）。
ある 1カ所のことを考えれば，予算を集中的

に投入してつくることができますが，国直轄の
109河川だけでも，長大な堤防を全部つくる余力
はとてもない。今回の台風 19号で破堤が多かっ
た都道府県管理区間までカバーしようとすると実
現可能性は低いと言わざるを得ません。また維持
管理の方法や環境面への影響評価など，考えるべ
きことが多くあります。どちらに行くべきか，

実現可能性

現在

？
アーマー・レビ－

安
全
度

図―安全度と実現可能性の軸でみた状況
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我々は選択を迫られています。
実現可能な方法で安全性を高める。これがある
レベルまでくれば，お金を割いてもさらに安全性
を高めようという動きは出てくると思います。そ
の時に即座に対応できるように，技術面，制度面
の検討は進めておくべきでしょう。
しかし現在の治水予算，公共投資に投入できる
予算の何十倍ものお金をどうやってそこにあてる
かというと，そういう意思決定ができていないの
が現状と考えます＊。
施設整備をどう実現していくか。いくつかの選
択肢があります。技術面，経済面，管理面だけか
ら言えば，ダムをたくさんつくればいいというこ
とになります。長大な土堤を洪水時の漏水や越水
から守り，日々メンテナンスするよりも，1カ所
をコンクリートで守るダムのほうが，はるかに楽
ですが，環境側面に配慮した河川政策を選択する
ことにしました。1997年に河川法が改正され，
治水と利水に加えて環境整備が河川管理の目標の
一つに据えられました。アーマー・レビーも環境
や維持の方法やコストについての検討が不可欠と
思います。
　――　いろいろな工法がありえると思いますが。

小池　今後，道路やトンネルなども含めて，社会
基盤のメンテナンスに莫大なお金がかかってきま
す。堤防にどれだけの予算が投入できるのか見極
めながら，様々な工法を十分検討しながら，既存
の土堤かアーマー・レビー化かの方向性を見定め
ていかなければなりません。現段階ではまだ踏み
切れないというのが私の考えです。
　――　豪雨災害が続く中で，ダムによる操作だけではもたな

いので，異常洪水時防災操作が求められ，浸水想定図が必

要だという状況が一方であるわけですが，ダムと堤防のバ

ランスについては？

小池　提言（「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」気候変

動を踏まえた治水計画に係る技術検討会，2019年 10月）に書
いてあります（注）。
昭和 47（1972）年の広島豪雨災害については，国

会でも議論されました。委員会もつくられて，電
力会社のダム管理に瑕疵があったのではないかと
裁判にもなりました。そのときに，国会審議に専
門家が 2人呼ばれ，その一人は私の恩師（高橋裕東
京大学名誉教授）でした。そのとき恩師がなんと言っ
たかというと，規定通りの操作をした，これはも
っとダムをつくらんといかんということだ，と言
っているのです。それは昭和 47年当時の話です。
その記録を読んだのは昭和 60年頃で，時代は随
分変わっているのですが，私はそのとき，環境の
問題がこれだけクローズアップされているなかで，
ダムをつくるのは非常に難しい時代になっている
と思いました。私は八ッ場ダムの検証委員会に関
わってきまして，必要なダムで合理的なものは当
然つくるべきだと思っています。ですが，川に水
が流れて，そこに生態系と生活がうまれて，それ
を守る必要がある。それが河川の目的に定義づけ
られましたので，私たちはそのための川づくりを
いまやできるわけです。
そのために，つくるべきダムはかなり限定的に
なるのは間違いない。そうすると河川の掘削か川
幅拡張により，想定される洪水流量を流せるよう
にして，想定を超える洪水時に発生する越流に備
えて堤防を強くすることが必要になります。
2015年の常総・鬼怒川水害のときの提言には，
天端を舗装する，堤防の肩を舗装する，これだけ
をやってもすこしは堤防が崩れるまでの時間が稼
げるというので，この 2つは入れたのです。さ
らに，アーマー・レビーのようなものを導入でき
るかというと，まだ難しいというのが，私のいま
の印象です。
　――　いま言われた天端とのり尻工は，アーマー・レビーと

同じものですか？

小池　アーマー・レビーの考え方と同じです。何
が違うかというと，のり面です。のり面をどう対
応するか，どこまでやるかです。
天端は道路として使えますから，舗装は堤防を

＊―［編集部注］過去 10 年の治水事業等の事業費は 8200 億円
（2011 年）〜1兆 7000 億円（2009 年）。アーマー・レビーの費用
は 50 万円/mを超えない程度にできるという試算もあり，脆
弱な箇所 1000 kmを重点整備するとすれば，5000 億円（石崎勝
義氏からの私信による）。
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強くするだけでなくて，役に立つのです。のり尻
もそうです。けれども，のり面をやろうとすると，
そのためだけにやることになります。かつ維持し
なければいけない。それから施行の品質と機能を
確保する基準をつくっていかなければいけない。
それは方向が決まればやれるのです。

　――　2000年当時に詳細な設計指針ができていて，いくつ

か実際に施行されているのがあるとのことですが。

小池　それが社会実装できる段階かどうか，各方
面にヒアリングされるといいと思います。堤防強
化が重要であることは間違いないのですが，現在
まだ通常の堤防が整備できていない中で，予算や
技術開発力をどれだけ振り替えられるか，政策決
定には何が必要かを考えていかなければなりませ
ん。

 （2019年 10月 29日収録後加筆修正）

注―提言「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」の「（3）あわ
せて実施すべき事項（3-1）減災効果の高い危機管理対策」より：
「◦計画的な河川整備の見直しとあわせて，施設能力を上回る洪
水が発生することを想定した，危機管理対策の充実も重要であ
る。地域における様々な対策とも連携し，住民の避難する時間
を少しでも確保するための危機管理型ハード対策などの構造の
工夫に加え，水災害リスクの高い地区における更なる堤防強化
に向けた検討，応急的な退避場所の確保，水防資機材の確保等
を行うことが重要である。
◦ダムにおける今後の気象予測等の精度向上に合わせた操作方
法の検討や，遊水地における越流堤へのゲートの整備など，容
量を効率的に活用することにより，洪水調節施設の防災・減災
効果を向上させることも検討する必要がある。
◦今後の河川管理施設の操作にあたっては，過去の観測データ
だけではなく，現在の気候の状況や近未来の気候変動の状況も
勘案した，より効果的な操作方法を検討する必要がある。
◦また，想定最大規模降雨の見直しや，その場合の河川管理施
設の耐力，施設能力を超過する洪水が発生した場合の操作方法
等についても点検しておくことが必要となる。」


